
■ 別  表    市 長 及び 副 市 長 の 給 料 の 減 額 支 給 に 関 する条 例 による減 額 総 額

① 本 来 給 料
（ 月 額 ）

市　長

副市長

合　計

850,000円

688,000円

1,538,000円

765,000円

619,200円

1,384,200円

650,250円

569,664円

1,219,914円

199,750円

118,336円

318,086円

599,250円

355,008円

954,258円

23.5％

17.2％

20.7％

③ 今 回 減 額 後
給 料（ 月 額 ）

④ 減 額 の 金 額
( 月 額 ）

（① － ③）

減 額 期 間
（３か月）の減額総額

（④×３）
減 額 率
④ / ①

② 現 在 給 料
(特 例 減 額 中）

( 月 額 )

古
処
山
キ
ャ
ン
プ
村
に

関
す
る
請
願
書

　
請
願
の
主
旨
は
、現
在
休

業
中
で
あ
る「
古
処
山
キ
ャ

ン
プ
村
」に
つ
い
て
、地
元
子

ど
も
会
や
市
民
か
ら
の
要

請
で
区
長
会
か
ら
陳
情
を

受
け
て
お
り
、消
防
学
校
や

警
察
の
訓
練
な
ど
に
も
使

用
さ
れ
て
い
る
た
め
、指
定

管
理
者
の
選
定
を
速
や
か

に
行
い
、営
業
再
開
を
早
期

に
実
現
す
る
こ
と
。

　
他
市
に
お
け
る
不
正
支

出
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
指

定
管
理
者
と
し
て
相
応
し

く
な
い
と
の
判
断
に
よ
り

白
紙
撤
回
さ
れ
た
業
者
を

最
終
議
決
機
関
で
あ
る
議

会
に
お
い
て
審
査
し
、指
定

管
理
者
と
し
て
選
定
さ
れ

る
こ
と
を
要
望
す
る
も
の

で
す
。

　
請
願
の
審
査
に
あ
た
り
、

紹
介
議
員
か
ら
請
願
に

至
っ
た
経
緯
、お
よ
び
本
件

に
つ
い
て
は
、当
業
者
よ
り
、

行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ

く
不
服
申
し
立
て
が
な
さ

れ
、現
在
も
審
査
中
で
あ
る

こ
と
の
補
足
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、古
処
山
キ
ャ

ン
プ
村
の
指
定
管
理
者
の

選
定
に
つ
い
て
は
、行
政
不

服
審
査
法
に
基
づ
く
異
議

申
し
立
て
が
な
さ
れ
、審
査

中
で
あ
り
、審
査
の
経
過
を

見
守
り
、慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、継

続
審
査
を
求
め
る
申
し
出

が
あ
り
ま
し
た
。

※

審
査
の
結
果
、全
会
一
致

で
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
出
席
者
全

員
で
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。

委員会審査結果報告
令 和 6 年 6 月 定 例 会 中 に 開 催 され た 、
各 常 任 委 員 会 の 審 査・活 動 報 告 で す。

● 総 務 財 政 委 員 会
● 民 生 文 教 委 員 会
● 産 業 建 設 委 員 会

嘉 麻 市 の 常 任 委 員 会とは 、下 記３委 員 会 のことで す。

委員
北冨 敬三

民生文教委員会

老
朽
化
し
た
　

稲
築
地
区
公
民
館

委員長
石原 浩二

副委員長
畠中 博文

委員
中嶋 時夫

委員長
藤  伸一

委員
山本 真之

委員
出水 貴之

副委員長
新井 聖次

委員
吉永 雪男

産業建設委員会
委員
田上 孝樹 委員

中嶋 廣東

委員
岩永 利勝

委員
佐伯 憲子

委員
田中 義幸

総務財政委員会
官製談合の責任をとる

老朽化の現状視察

初回指定業者の復活を

※現地視察の様子

委員長
廣方　悟

副委員長
豊田 一元

市
長
及
び
副
市
長
の

　給
料
の
減
額
支
給
に

　
　
　
　
　関
す
る
条
例

　
令
和
５
年
度
に
発
生
し
た

入
札
談
合
等
関
与
行
為
の

排
除
及
び
防
止
並
び
に
職

員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正

を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰

に
関
す
る
法
律
違
反
事
件

に
伴
い
、市
行
政
の
責
任
者

と
し
て
、自
ら
戒
め
る
た
め
、

市
長
及
び
副
市
長
の
給
料

に
つ
い
て
別
表
の
と
お
り

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
委
員
よ
り
、減
額
の
根
拠

を
問
う
質
問
に
対
し
、市
長

の
減
額
条
例
に
つ
い
て
は
、

市
長
の
専
権
事
項
で
あ
り
、

過
去
の
事
例
等
を
勘
案
し
、

今
ま
で
で
一
番
重
い
処
分

を
選
択
し
た
も
の
で
あ
る

旨
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

※

審
査
の
結
果
、全
会
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

稲
築
地
区
公
民
館

　
　
　
　
　
　 現
地
視
察

　
稲
築
地
区
公
民
館
等
の
施

設
整
備
に
関
す
る
進
捗
状
況

の
報
告
を
受
け
、現
施
設
の

現
況
を
確
認
す
る
た
め
現
地

視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　
施
設
の
老
朽
化
や
バ
リ
ア

フ
リ
ー
対
応
・
図
書
室
の
現

状
に
つ
い
て
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。
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